
第

三

百

九

号

令

和

四

年

六

月

二

十

四

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
の
申
請

(

廃
棄
物
対
策
課)

二
七
七
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
七
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

二
七
八

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

二
七
九

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

二
七
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
会

計

課)

二
八
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
二

の
六
第
一
項
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書

及
び
生
活
環
境
影
響
調
査
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
岐
阜
県
知
事
に
対

し
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書(

氏
名
、
住
所
、
事
業
の
名
称
及
び
意
見
を
日
本
語
に

よ
り
記
載
し
た
書
面
に
限
る
。)

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
フ
ィ
ル
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

澤
田

裕
二

可
児
市
広
見
一
丁
目
四
七
番
地

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
場
所

多
治
見
市
廿
原
町
字
四
反
田
八
一
四
番
三

外

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

管
理
型
最
終
処
分
場(

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令

第
三
百
号
。
以
下｢

令｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
該
当
す
る
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

１

産
業
廃
棄
物
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日



燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類(

自
動
車
等
破
砕
物
を
含
む
。)

、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、

繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず(

自
動
車
等
破
砕
物
を
含
む
。)

、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
く
ず(

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。)

及
び
陶
磁
器
く

ず(

自
動
車
等
破
砕
物
を
含
む
。)

、
が
れ
き
類(

以
上
十
品
目
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
で
あ

る
も
の
を
含
む
。)
、
廃
油(

タ
ー
ル
ピ
ッ
チ
に
限
る
。)

、
動
植
物
性
残
さ
、
鉱
さ
い
、
ば
い
じ
ん

並
び
に
令
第
二
条
第
十
三
号
廃
棄
物(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
化
し
た
も
の
に
限
る
。)(

以
上
十
五
品

目
は
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
を
除
く
。)

２

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

廃
石
綿
等

五

変
更
許
可
申
請
年
月
日

令
和
四
年
四
月
二
十
一
日

六

縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

岐
阜
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
東
濃
県
事
務
所
環
境
課

多
治
見
市
上
野
町
五
丁
目
六
八
番
一

多
治
見
市
環
境
文
化
部
環
境
課

多
治
見
市
日
ノ
出
町
二
丁
目
一
五
番
地

２

縦
覧
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日(

金)

か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日(

月)
ま
で
の
午
前
九
時
三
十
分

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で(

県
及
び
多
治
見
市
の
機
関
の
休
日
を
除
く
。)

七

意
見
書
の
提
出
期
間
及
び
提
出
先

１

提
出
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日(

金)

か
ら
同
年
八
月
八
日(

月)

ま
で
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
ま
で(

県
の
機
関
の
休
日
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
令
和

四
年
八
月
八
日(

月)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

２

提
出
先

岐
阜
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課(

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番

一
号)

又
は
岐
阜
県
東
濃
県
事
務
所
環
境
課(

〒
五
〇
七
―
八
七
〇
八

多
治
見
市
上
野
町
五
丁

目
六
八
番
一)

岐
阜
県
告
示
二
百
三
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

四
百
十
八

号 路
線
名

有

穂

中

坪
線

路
線
名

本
巣
市
根
尾
樽
見
字
土
休
場
二
二

二
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
片
行
危
二
三

一
番
五
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
有
穂
字
井
尻

一
〇
一
三
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
霜
野

一
二
一
五
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和
元･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考



公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
二
号
の
一
六

令
和

三
・

九
・

七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
二
号
の
一
一

令
和

三
・

八
・

六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
六
六
号
の
二

令
和
四
・

五
・

六

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

時

北

部

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

大

垣

市

役

所

縦

覧

場

所

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
渡
瀬
五
五
〇
番
一
、
五
八
二
番
一
及
び
羽
島
市
所

管
法
定
外
公
共
物(

道
路)

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
小
堤
一
一
三
〇
番
の
一
部
、
一
一
三
一
番
及
び
一

一
三
二
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

令
和

四
・

六
・
二
四
か
ら

同

・

七
・
二
五
ま
で

縦

覧

期

間

岐
阜
県
大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

哲

彦

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
二
丁
目
九
番
三
号

株
式
会
社
ア
イ
シ
ー

代
表
取
締
役�
岸

元

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

木
曽
川
右
岸
用
水
東
部

地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

美
濃
加
茂
市
役
所

縦

覧

場

所

令
和

四
・

六
・
二
四
か
ら

同

・

七
・
二
五
ま
で

縦

覧

期

間

� � � �� � � �



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量

株
式
会
社
デ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
・
エ
ス
指
紋
認
証
ユ
ニ
ッ
ト
U
B
F-neo

1,045個

株
式
会
社
デ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
・
エ
ス
EVEM

Aソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
サ
ポ
ー
ト
(５
年
)
4,600本

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
３
月
29日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
５
月
13日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
23番
20号

株
式
会
社
大
塚
商
会
中
部
支
店

支
店
長
猪
岡
義
昭

６
落
札
金
額
32,511,407円
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
六
号
の
三

令
和

三
・

五
・
一
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
二
五

令
和
三
・
一
一
・

一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
五
号
の
四

令
和

三
・
一
一
・
一
六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
四
四

令
和
四
・

一
・
二
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
七
号
の
三

令
和

三
・
一
一
・

五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
四
三

令
和
四
・

一
・
一
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
三
号
の
一
六

令
和

三
・
一
二
・
一
四

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
三
号
の
一
五

令
和

三
・
一
二
・

七

本
巣
郡
北
方
町
曲
路
東
二
丁
目
一
番
の
一
部
、
二
番
の
一
部
、
三
番
の
一

部
、
四
番
の
一
部
、
七
番
の
一
部
、
八
番
か
ら
一
二
番
ま
で
、
一
三
番
の

一
部
、
十
四
番
の
一
部
、
十
五
番
の
一
部
、
十
六
番
の
一
部
、
一
七
番
の

一
部
、
一
八
番
、
一
九
番
の
一
部
及
び
二
〇
番
の
一
部
【
第
三
工
区
】

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
白
鬚
六
四
一
番
及
び
六
四
二
番

本
巣
市
三
橋
字
木
船
九
〇
番
の
一
部
、
九
一
番
及
び
九
二
番

瑞
穂
市
別
府
字
井
場
五
ノ
町
一
七
三
九
番
一

瑞
穂
市
十
九
条
字
石
塚
三
四
八
番
二
の
一
部
及
び
三
四
九
番
一
の
一
部

岐
阜
県
本
巣
郡
北
方
町
長
谷
川
一
丁
目
一
番
地

北
方
町
長

戸

部

哲

哉

岐
阜
県
岐
阜
市
西
野
町
七
丁
目
一
七
番
地

有
限
会
社
高
橋
地
所

代
表
取
締
役

高

橋

慶
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
松
軒
一
丁
目
一
番
一
八
号

株
式
会
社diciotto

代
表
取
締
役

石

原

傳

也

岐
阜
県
岐
阜
市
則
武
東
三
丁
目
一
五
番
七
号

新
日
本
ガ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

井

孝

訓

岐
阜
県
大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

鉄

心

� � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � �



７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
工
事
検
査
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


